　　　志布志市衛生自治会「ごみステーション整備充実事業」補助金交付要領
（目的）

第１条　この要領は、単位衛生自治会のごみステーションの整備充実を促進するため、その設置費に対する補助金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

（交付の対象）

第２条　補助金の交付の対象は、単位衛生自治会の１ステーションあたり１基の鉄製ごみかごなどの整備等（以下、「整備充実費」という。）とする。

（補助金の額）

第３条　補助金の額は、１基あたり3万円とする。ただし、整備充実費が６万円以下の場合は、２分の１に相当する額とする。
（補助金の申請）

第４条　補助金の交付を受けようとする者は、別に定める期間内に補助金交付申請書（別記様式）に次に掲げる書類を添えて、志布志市衛生自治会長（以下「会長」という。）に申請しなければならない。

（１）領収書など支払った額を証明するもの

（２）設置状況写真その他会長が必要と認める書類

（設置検査）

第５条　会長は、確実な設置がなされているか検査するものとする。

（補助金の交付）

第６条　会長は、第４条の申請があった場合は審査を行い前条の検査を合格し補助金を交付することが適当と認めたときは、補助金を交付する。

（補助金の取消し等）

第７条　会長は、補助金を交付する旨の通知又は補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金交付の取消し又は補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

（１）提出書類の虚偽記載をしたとき

　（２）その他の不正な行為があったとき

　　　附　則

　この要領は、平成１8年４月１日から適用する。

　　　附　則

この要領は、平成29年5月25日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
（別記様式）

　　　　　　補　助　金　交　付　申　請　書

　令和　　年　　　月　　　日

志布志市衛生自治会長　殿

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　単位衛生自治会
　　　　　　　　　　　　　　　　　会長　　　　　　　　　　　　　　　　
　ごみステーションを整備充実しましたので、補助金交付要領により、下記のとおり補助金の交付を申請します。

　　　　　　　　　　　　　　　　記

１、交付申請額　　金　　　　　　　　　　円　
２、添付書類

　　（１）領収書など支払った額を証明するもの

　　（２）設置状況写真（設置前・設置後）
　　（３）その他必要な書類

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

振　込　依　頼　書

補助金につきましては、下記口座への振り込みを依頼します。

金融機関名　　　　　　　　　　　　　　　　　
支　店　名　　　　　　　　　　　　　　　　　
口座の種類　　　普通　・　当座　・　貯蓄　　

口座番号　　　　　　　　　　　　　　　　　　
口座名義人　　　　　　　　　　　　　　　　　
